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令和６年８月 30 日 

厚生労働省医政局総務課 

 

遠隔医療設備整備事業（医療施設等設備整備費補助金）にかかるＱ&Ａ（第２版） 

 

Ｑ１ 「遠隔病理診断」及び「遠隔画像診断」の定義は何か。  

（答） 

  当該補助事業における定義は以下のとおり。 
 

＜遠隔病理（画像）診断＞ 

依頼元となる医療機関において患者から採取した組織又は細胞の標本の顕微鏡画像等 

を、支援側となる遠隔地の病理医に共有し、支援側が病理診断を行うもの。 

 ＜ 遠隔（放射線）画像診断＞  

依頼元となる医療機関において撮影した CT 又は MRI 等の医用画像を、支援側とな 

る遠隔地の放射線科医に共有し、支援側が画像診断を行うもの。 

 

Ｑ２ 交付要綱の「遠隔医療の実施に必要な」とはどの範囲までを指しているのか。   

（答） 

  遠隔地の医療機関へ画像、動画の伝送を行うにあたり必要となる設備を指している。 

 （遠隔医療の実施にあたり整備した設備であっても、画像・動画の伝送とは関連のない 

設備は補助対象外。） 

    ※詳細はＱ５、Ｑ７、Ｑ８を参照。 

 

Ｑ３ 遠隔医療を行うのであれば、ネットワーク構築経費も補助対象になるのか。 

（答） 

遠隔地の医療機関へ画像、動画の伝送を行うにあたり必要なネットワーク構築にかか

る備品（WiFi ルータ等）購入費は補助対象としているが、単なる自院内のネットワーク

整備にかかる備品購入費は補助対象外である。 

  なお、遠隔医療設備の購入を伴わない、ネットワーク構築にかかる備品のみの購入費 

 は補助対象外としているため留意いただきたい。 

 

Ｑ４ オンライン診療の実施に必要であれば医療機器の購入も補助対象となるのか。  

（答） 

  遠隔地の医療機関へ画像、動画の伝送するための情報通信機器が補助対象であり、患 

者の生体データ管理等を行う医療機器（呼吸管理モニタ、心電図検査装置等）は補助対 

象外である。 



Ｑ５ 補助対象となるオンライン診療に必要な機器とは、どこまでの機器を含むのか。 

（答） 

  オンライン診療においては、具体的には以下のとおり。 

  ＜補助対象となる主な例＞ 

   ・PC、タブレット、デジタル聴診器、ヘッドセット、Web カメラ 

  ＜補助対象外となる主な例＞ 

   ・タブレット用キーボード、ペンシル、スタンド、カバー 

 

Ｑ６ オンライン診療に必要なＰＣ・タブレットを整備する場合の台数制限はあるのか。 

（答） 

  特に台数制限は設けていないが、整備に当たっては、オンライン診療の実績（予定）、 

オンライン診療に関わる医療従事者数等を考慮する必要があり、また、患者宅における 

PC の有無等オンライン診療を行う環境等の確認も必要である。 

  さらに、当該補助事業で整備した機器については、「善良な管理者の注意をもって管  

 理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない」とされているため、管理  

が行き届く範囲も考慮の上、必要台数を精査いただきたい。 

 

Ｑ７ 補助対象となる遠隔病理診断に必要な機器とはどのような機器か。 

（答） 

  デジタル病理診断による遠隔病理診断に必要な機器で、具体的には以下のとおり。 

・依頼側においては、病理検体をデジタル情報に変換する画像取り込み装置およびシ 

 ステム。 

・支援側においては、画像データを受領するために必要なシステムおよび画像の観察 

に用いる画像表示装置（高品質モニター）・表示に必要な PC。 

 
 

 
 

 

 

 



Ｑ８ 補助対象となる遠隔画像診断に必要な機器とはどのような機器か。 

（答） 

  遠隔画像診断においては、具体的には以下のとおり。 

・依頼側においては、CT 装置等で撮像した画像データを支援側に転送するための PC 

等の機器・システム。 

・支援側においては、画像データを受領するためのシステムおよび読影に必要な画像 

表示装置（高品質モニター）・表示に必要な PC。 

 

  なお、遠隔画像診断の実施を契機とした院内整備の一環として行う機器整備について 

 は、補助対象外としているため留意いただきたい。 

  例：画像管理システム、無停電電源装置、レポートシステムの購入 
 

     

 

Ｑ９ 機器のレンタル費用は補助対象となるのか。 

（答） 

  補助対象は「機器等の購入費」であるため、補助対象外である。 

 

Ｑ10 機器の保証費用、保守費用は補助対象となるのか。 

（答） 

  補助対象は「機器等の購入費」であるため、補助対象外である。 

 

Ｑ11 ウイルス対策ソフトウェアの購入経費については補助対象となるのか。 

（答） 

  当該年度分のみ補助対象として差し支えない。（翌年度以降分は補助対象外） 

 

Ｑ12 消費税は補助対象となるのか。 

（答） 

  補助対象機器等の購入にかかる消費税分については、補助対象として差し支えない。 

 



Ｑ13  CT 又は MRI 等の画像データを直接伝送せずに、カメラで撮影した画像・動画を伝

送することで遠隔画像診断を実施する場合、当該機器の購入は補助対象となるのか。 

（答） 

  国庫補助を活用して遠隔画像診断を実施する場合の機器整備はＱ８のとおりであり、 

画像データを直接伝送しない手法での機器整備は補助対象外である。 


